
9/26戦争法案の強行採決に対する怒りのパレード行います！
 

戦争法案の強行採決許さない　９．２６　怒りのパレード

 

◆開催日時：２０１５年９月２６日（土）１２時３０分～

◆集会場所：埼玉県庁東門（←クリックすると地図のご案内が出ます）

◆パレード場所：埼玉県庁東門 →　浦和駅西口

 

※赤いものを身につけてご参加ください（赤いTシャツやスカーフなど。赤いハンカチをカバンに結ぶだけでも！）

どなたでも参加できます！男性も大歓迎！飛び入り大歓迎！（プラカードも大歓迎です。団体旗はご遠慮ください）

 

　　　　　　　安倍政権退陣を！

 

主催：戦争ゆるさない女性のレッドアクション実行委員会
（事務局：新日本婦人の会埼玉県本部）

問合わせ先：ＴＥＬ ０４８－８２９－２３０７

 

https://saitamasogo.jp/archives/66949
http://www.pref.saitama.lg.jp/kense/gaiyo/access.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/kense/gaiyo/access.html


怒りのパレード・PDF

 

 

 

10/30「アメリカにおける低賃金労働の現状と展望」 ケン
ト・ウォン氏来日記念講演
下記のとおり、10月30日（金）１８時～、ＵＣＬＡレイバーセンター所長のケント・ウォン氏・来日記念講演「アメリカにおける低賃
金労働の現状と展望」（参加無料・事前申込不要）が、日弁連主催で開催されます。ご参加ください。

日本では，労働法制の規制緩和が進められ，正規雇用から非正規雇用への置き換えが急速に進展しています。非正規雇用労働者は，今や全
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雇用労働者の４割近くにまで増大，不安定就労・低賃金労働が拡大し，貧困を拡大させる要因となっていますが，アメリカにおいても，規
制緩和等により，不安定就労・低賃金労働が拡大しています。
1991年からＵＣＬＡレイバーセンター（労働研究・労働教育センター）所長を務めるケント・ウォン氏から，アメリカにおける低賃金
労働者の権利拡大の歴史，低賃金労働者や移民への支援・取組，労働に関する教育，レイバーセンターの役割や機能について講演いただく
ことは，日本における課題の解決の方向性を探る上で，貴重な機会になります。奮ってご参加ください。

参加無料・事前申込不要
日時：２０１５年１０月３０日（金）１８：００～ ２０：００（１７：４５開場予定）
場所：弁護士会館１７階１７０１会議室　地下鉄 霞ヶ関駅（Ｂ1-b出口）から徒歩１分
主催：日本弁護士連合会

ケント・ウォン氏（ＵＣＬＡレイバーセンター所長）
【略歴】
●１９８５年～１９９１年：ＳＥＩＵローカル６６０スタッフ弁護士。
●１９９１年～現在：カリフォルニア大学ロサンゼルス校労働研究教育センター（ＵＣＬＡレイバーセンター）所長。
●１９９２年～１９９７年：アジア太平洋系アメリカ人労働者連合（ＡＰＡＬＡ）初代会長
●２０００年～２００２年：全米労働教育協会（ＵＡＬＥ）初代会長。
現在，ＵＣＬＡレイバーセンター所長，カリフォルニア教員組合連合（ＣＦＴ）副委員長，国際労働者教育連合協会(ＩＦＷＥＡ)執行委
員などを務める。

お問い合わせ：日本弁護士連合会人権部人権第一課　TEL03-3580-9500

雑誌『労務事情』（産労総合研究所）（2015年9月15
日No.1303号）に佐渡島弁護士の記事が掲載されました
当事務所所属の佐渡島啓弁護士の「連載　弁護士たちが語る労働審判｣　直接的な証拠のない長時間労働、パワハラの記事が雑誌『労務事
情』（産労総合研究所）（2015年9月15日No.1303号）に掲載されました。

皆様ぜひご覧下さい。

 

https://saitamasogo.jp/archives/66915
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雑誌『SAITAMAねっとわーく』（日本機関紙協会埼玉県本
部）（2015年9月1日No.364号）に鴨田弁護士の記事
が掲載されました
当事務所所属の鴨田譲弁護士が取材を受けた記事が雑誌『SAITAMAねっとわーく』（日本機関紙協会埼玉県本部）（2015年9
月1日No.364号）に掲載しました。

特集お金の心配なく学びたいの中で奨学金問題についてお話ししています。

皆様ぜひご覧下さい。
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9/10「マイナンバー制度」学習会
公正な税制を求める市民連絡会主催、「マイナンバー制度」学習会が、9月10日に開催されます。
詳細は、以下のとおりです。

「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞。平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年１月からマイナンバーの利用が開始さ
れます。」として、政府が、積極的に広報を開始しています。
マイナンバーによって、本当に税収が確保され、社会保障の充実に結び付くのでしょうか。セキュリティーの問題等、個人のプライバシー
が侵害される恐れはないのでしょうか。諸外国では、どのような制度設計がなされており、運用上の問題点として、どのようなことが指摘
されているのでしょうか。
公正な税制による社会保障の充実のためには、どのような制度が望ましいのか、この問題を長年研究し、取り組まれてきた白鳳大学の石村
耕治教授を講師にお招きします。是非、ご参加ください。

日時　9月10日（木）　18:30～（開場18:00）
講師　石村耕治
（講師プロフィール）
白鴎大学法学研究科長・教授、専門は税法
プライバシー・インターナショナル・ジャパン（ＰＩＪ）代表
会場：主婦連合会会議室（主婦会館プラザエフ3階）
主 催：公正な税制を求める市民連絡会
事務局連絡先　弁護士　猪股正　さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　埼玉総合法律事務所
℡048-862-0355　fax048-866-0425
資料代：500円（経済的に困難な方は無料）
会場：主婦会館プラザエフ
〒102-0085　千代田区六番町15番地
TEL 03-3265-8119
●JR四ツ谷駅　麹町口前（歩1分）
●地下鉄南北線 / 丸の内線　四ツ谷駅（歩3分）

チラシのダウンロード　→　こちら

https://saitamasogo.jp/archives/66729
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『つながるカフェ』がはじまります！
 
 
当事務所の猪股、古城、鴨田弁護士らが参加している反貧困ネットワーク埼玉が主催しています。
 
生活保護を利用して生活している方が、ちょっと一息ついてほっとできる場所、そして生活保護を利用する人と支援をする人が交流できる
場所です。
 
相談もできます。
 
お気軽に、ご参加ください。
 
 
 
 
 
「つながるカフェ」ってどんなところ？
 
お茶やお菓子をつまみながら誰かとおしゃべりをしたり、何か困ったことがあったらちょっと相談できたり。
 
生活保護を利用して生活している方が、ちょっと一息ついてほっとできる場所、そして生活保護を利用する人と支援をする人が交流できる
場所です。
 
これから月に1回の開催を予定しています。
 
ぜひおひとりからお気軽にお立ち寄りください。
 
 
   とき：2015年9月11日(金)
           午後6:30～8:30
ところ：埼玉総合法律事務所　３階大会議室　　
 

https://saitamasogo.jp/archives/66716


※予約不要、参加費無料です。
 
 



 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2015/09/tunagarucafe.png


つながるカフェチラシ_設立.PDF

 

 

９/２（水）やさしい相続セミナー＆無料相談会を開催します！
当事務所と税理士法人第一経営川口事務所 共催でやさしい相続セミナー＆無料相談会を開催いたします。

前回ご好評を頂きまして、本年度２回目の開催です。
これから相続が発生したときに困らないように、最新事例に精通した弁護士・税理士が分かりやすくお話します。

平成２７年１月に相続税が大きく変わりました。
相続税の納税、申告が必要になる方が大幅に増えます。
円満で円滑な相続を今から準備するため、是非ご参加ください。
当日は会場にて個別相談会も実施致します。

◆講師 　埼玉総合法律事務所 弁護士 野本　夏生
　　　　税理士法人第一経営 税理士 尾崎　伊織

◆開催日時：９月２日(水) １４時～１７時

◆会 場：パルコ１０階　コミュニティセンター第１３集会室　（←クリックすると地図のご案内が出ます）

※セミナーは１５：３０頃終了。その後個別相談の時間となります。
誠に申し訳ございませんが、会場・時間の都合上、
定員制となっており、定員は５０名とさせていただきます。
定員に達しますと、当日の相談にはご対応できない場合があります。
その場合には、別途、日を改めて相談をお受けいたします。

お申し込みは、ＦＡＸまたはお電話で受け付けております。

【お申し込み･お問い合わせ先】
電話：０４８－８６２－０３５５     ＦＡＸ：０４８－８６６－０４２５
（埼玉総合法律事務所　小林・荻原まで）

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2015/09/4cd253d847e7e7a819400d9e12efc225.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/66621
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やさしい相続セミナー＆無料相談会チラシ

 

8/21 福島被ばく訴訟第1回期日のお知らせ（井戸川前双葉
町町長意見陳述等）
井戸川克隆前双葉町町長が原告となり、東京電力と国が、住民を、放射線に被ばくさせた責任を正面から問う裁判です。
最初の裁判の日です。是非とも裁判の傍聴と報告集会への参加をお願いします！
（井戸川さんのコメント）
「絶対安全」と言われていた原子力発電所。その原子力発電所は，私たちのふるさとを奪う存在になりました。３月１２日，私たちは原子
力発電所から出た「死の灰」を浴びました。今も私たちの故郷は，「汚染」されたままです。　安全なふるさとを奪った国・東電を許さな
い！許せない！

以下の日程で、裁判が開かれます。裁判の後，私たちの今後の決意・行動のご説明を申し上げる会（報告集会）を開きます。裁判の傍聴や
報告集会への出席をお願いします。
〔裁　　　判〕
平成２７年８月２１日（金）午後２時００分～
東京地方裁判所　１階　１０１号法廷
井戸川前双葉町町長の意見陳述等
＊当日、午後１時４０分～地裁正面玄関右側の２番交付場所にて傍聴券が配布されます。傍聴席は１００席弱ですが、傍聴希望者多数の場
合は抽選が行われます。
〔報告集会〕
平成２７年８月２１日（金）午後３時００分～
弁護士会館（東京）５階　（裁判所の隣）

〔お問い合わせ・担当事務局〕
〒３３０－００６３
さいたま市浦和区岸町７丁目１２−１　東和ビル４階
埼玉総合法律事務所
事務局長　弁護士　猪股正

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2015/08/90e53ff5e7dc26e28ef31e7733a8378d.pdf
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電話　０４８－８６２－０３５５
FAX　０４８－８６６－０４２５

チラシ（PDF)は→　こちら
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[終了]7/22生活保護基準引下げ違憲埼玉訴訟のお知らせ
終了いたしました。ありがとうございました。

 

2015年7月22日は、生活保護基準引下げ違憲埼玉訴訟　第3回期日です。ぜひ傍聴してください。

第3回口頭弁論期日
日時　2015年7月22日（水）13:30～
場所　さいたま地方裁判所105号法廷
＊　傍聴希望者多数の場合、１３時から抽選がありますので、お早めに、さいたま地裁B棟前にお越しください。

裁判応援・報告集会
13:40～15:30
◇裁判概要
◇みんなで語ろう、暮らしや願い～参加者リレートーク～
◇第3回期日報告
会場　埼佛会館
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-13-18
TEL 048-861-2138

なお、当日は、午前１１時から正午まで、浦和駅駅頭にて、
「くらしの最低保障引下げにNO!」をアピールする行動を行います。
よろしければ、こちらにもご参加ください。

チラシのダウンロードは→　こちら

https://saitamasogo.jp/archives/66491
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埼玉弁護士会「憲法と人権を考える市民のつどい」（弁護士　谷
川　生子）
埼玉総合法律事務所　谷川生子

＜掲載記事データはこちらをご参照ください＞
2015年５月21日（木），埼玉弁護士会主催「ほんとうにいいの？集団的自衛権～あなたが戦地に派遣される時～」と題する市民のつ
どいが開催されました。
埼玉弁護士会では，2013年12月以降，５回にわたり集団的自衛権行使反対を唱える市民のつどいを開催しています。

１ これまでの経過
2013年12月10日の集会は「なぜ，今『国防軍』なのか」と題し，元外務省国際情報局長の孫崎亨氏，ジャーナリストの半田滋氏を
ゲストに迎えました。

2014年４月９日には，12月の集会の第２弾として「なぜ，今『集団的自衛権』なのか」と題し，ゲストに半田滋氏と元内閣官房副長
官補の柳澤協二氏を迎えて開催しました。
この集会の参加者はおよそ600人で，国民の関心の高さがうかがわれました。

同年７月31日の集会は，作家のなかにし礼氏，学習院大学教授の青井未帆氏を迎え，1,000人を超える参加がありました。
なかにし氏には「若者よ 戦場へ行くな」という自作の詩を朗読して頂きました。

同年12月４日は，映画監督の山田洋次氏，中央大学教授の植野妙実子氏を迎え，2500人収容のホールで開催しました。
若い世代の参加者がいつもより多く見受けられました。

毎回，参加を募るために，市民団体等のつどいの連携を図る努力をしています。
2014年４月の市民のつどいの準備段階で，埼玉弁護士会と市民団体との懇談の場を設け，協力を呼びかけたことが功を奏し，当日はい
つになく多くの市民の参加がありました。
以降，折に触れ，市民団体との意見交換の場を設けるよう努めています。

２ ほんとうにいいの？集団的自衛権～あなたが戦地に派遣される時～
(1) 今回は，大勢の参加を目指すよりも，若い世代の人々に呼びかけることに主眼を置いて，市民のつどいを開催しました。

集会の前半はイラク支援ボランティアの高遠菜穂子氏による講演，後半は同氏と，日本国際ボランティアセンター事務局長の長谷部貴俊氏，
前述の柳澤協二氏によるパネルディスカッションという二部構成でした。
高遠菜穂子氏はイラクで，長谷部貴俊氏は主にアフガニスタンでボランティア活動を続けておられます。

https://saitamasogo.jp/archives/66481
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前半：高遠氏による講演
高遠菜穂子氏には，イラクの現状，対テロ戦争とは何か，等についてご報告頂きました。
イラク政府は対テロ作戦として武力行使しかないと考え，米国から武器の提供を受け，ISと同様の行為を繰り広げている，しかし，IS
の勢力拡大の要因を検証しないまま闇雲に武力を訴えたところで成功はしない，むしろそのイラク政府の対応が憎しみの連鎖を生み，さら
にISの勢力を大きくしている，という構造について解説して頂きました。

また，ISの残虐行為はメディアに取り上げられてもイラク政府のしていることは取り上げられず，国際社会が事態を放置したことにより，
さらにISが勢力を増していったことについて，映像を交えながらお話し頂きました。
その上で，対テロ作戦として武力行使一辺倒の国際社会を見て、日本だけ平和ではまずい，集団的自衛権を行使して国際貢献しよう，とい
うやり方はおかしいと指摘されました。

そして，情報鎖国の状態を克服し，「戦争をしない国」にとどまらず「戦争を止める国」づくりが必要であり，しかもそのための具体策を
講じなければならないとの訴えで講演が終わりました。

後半：パネルディスカッション
後半のパネルディスカッションは，長谷部貴俊氏と柳澤協二氏にそれぞれ短時間ご講演頂いた上で，始まりました。

長谷部氏からは，アフガニスタンの現状が，どこが戦争状態なのか，どこに敵がいるのかを見分けることも不可能なメチャクチャな状態で
あること，武器を保たず軍と関わらないことが身の安全を守る方法であること，日本が紛争地に軍隊を出せば間違ったメッセージが中東諸
国に伝わることなどをお話し頂きました。

柳沢氏は，安保法制，新ガイドラインの中身の特徴は，日米が政策的に一体化していくこと，自衛隊が軍隊になること，と指摘した上で，
集団的自衛権を使わず他国の余計な戦争に関わらなかったことが70年間の平和の理由であり，今その抑制的な専守防衛の防衛政策が変え
られようとしていることについて，もっと議論が必要であるとお話しされました。

パネルディスカッションでは，集団的自衛権の行使容認がイラクやアフガニスタンでボランティア活動を続ける日本人に与える影響，今の
メディアのあり方，また情報を受け取る国民側の問題点，等について意見が交わされました。
日本の持つ平和のイメージは，まだ国際社会で失われておらず，積極的に和解の仲介役としての役割を果たすべきであり，武力行使の他に
なすべきことはまだまだ沢山ある，というのがパネリスト共通の意見でした。

(2) 本集会への参加は480名，圧倒的に年配の方が多かったとはいえ，若い世代の参加も見られました。
情報鎖国の状態を嘆くばかりでなく，英語を習得して自ら積極的に情報を集めること，このようなときだからこそ海外に出て客観的に自国
を見つめることの必要性を訴える高遠氏の言葉は，参加者の心に響いたと思います。
どこか遠い世界の事のように感じる戦争ですが，日本人が見知らぬ外人の人々から憎まれ，暴力の標的となる日が近づいている，と誰もが
感じたのではないでしょうか。

今後も市民集会に限らず，様々な形で市民の方に訴えかける活動を続けたいと考えております。


